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平成２５年度以降の一般廃棄物処理業 

及び浄化槽清掃業の許可事務にかかる窓口変更について（通知） 

 

 日頃より一般廃棄物処理行政及び浄化槽清掃行政に、ご理解・ご協力いただ

きありがとうございます。２月に開催した更新講習会でも説明しましたとおり、

平成２５年４月より一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可に係る事務は東

京二十三区清掃協議会（以下「清掃協議会」という）が実施します。 

これに伴い、下記のとおり窓口や手続き等が変更になります。 

 皆さまには、４月以降、手続き等について遺漏のないよう、お願いいたします。 

 

記 

 

１ 申請・届出窓口の変更 

 平成２５年４月１日（月）より、一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業に係る

各種申請・届出については、清掃協議会が書類の提出窓口になります（窓口の

営業時間等の詳細については、「５ お問い合わせ先」を参照ください）。 

 ４月以降、各区では申請・届出をお受けすることはできませんのでご注意く

ださい。 

 なお、各種申請・届出の郵送による対応状況は下表のとおりです。 

各種申請・届出 郵送対応 

新規許可申請 不可（窓口のみ） 

更新許可申請 不可（窓口のみ） 

変更許可申請 不可（窓口のみ） 

変更承認申請 可 

変更届 可 

欠格要件に係る届出 可 

業の廃止届 可 

許可証再交付申請 不可（窓口のみ） 

 ※郵送により申請・届出を行い、その控の返送を希望する場合には、返信に

必要な郵便切手を貼付し、宛名を記入した返信用封筒を添えて申請・届出て

ください。 

 ※変更許可申請、変更承認申請及び変更届において、許可証の差し替えが必

要な場合、許可証の郵送は行いません。 

各位 



２ 更新許可申請への予約制の導入 

清掃協議会では、２３区でそれぞれ異なる申請内容の確認によるミスの防止

及び窓口での皆さまの待ち時間の軽減を図るため、当面の間、更新許可申請に

予約制を導入します。 

詳細は、許可期間が満了する日の２か月前までに、清掃協議会から更新手続

きの案内を対象となる業者の皆さまにＦＡＸ等によりお送りいたしますので、

ご確認ください。 

 

３ 更新講習会での質問票に対する回答 

 別紙１「更新講習会での質問票に対する回答」を参照ください。 

 

４ 連絡事項等 

（１）書類の作成にあたっては、２月に開催した更新講習会の机上配付資料及

び「一般廃棄物処理業の手引き」を参照のうえ、書類に不備、不足がない

ようご準備ください。書類に不備、不足がある場合、申請・届出を受理で

きない場合があります。 

（２）各種申請・届出にあたり、「一般廃棄物処理業の手引き」に記載されてい

る申請・届出書類の電子データを利用になりたい場合は、清掃協議会まで

メールにてご依頼ください。後日、メールにてデータを送付いたします。 

   なお、メールでの電子データ送付を希望される場合には、件名に「一般

廃棄物処理業の手引き様式の送付【許可番号×××】」と必ず記載するよう

にしてください。 

（３）４月以降、各種申請・届出による許可証の差し替え時、許可期間満了時

及び業の廃止時に、許可証の紛失等で許可証を返納できない場合には、許

可証再交付申請が必要です。その際は、申請手数料がかかります。許可証

の管理には十分にご注意ください。 

（４）その他、ご不明な点がございましたら下記までご連絡ください。 

 

５ お問い合わせ先 

 

 〒１０２－００７２ 千代田区飯田橋３－５－１ 東京区政会館１２階 

東京二十三区清掃協議会事業調整課 許可係 

 受付時間：月曜日～金曜日（祝日を除く） 

      午前９時～正午、午後１時～午後５時 

     ※手数料の納付を伴う申請は、午後３時まで 

電  話：０３（６２３８）０５６１～０５６５（３月末まで） 

     ０３（６２３８）０５６３～０５６８（４月以降） 

 Ｆ Ａ Ｘ：０３（６２３８）０５５０ 

Ｅメール：t23kyoka@union.tokyo23-seisou.lg.jp（全て半角英数） 

 ※東京二十三区清掃協議会周辺図については別紙２を参照してください。 

 

以 上 

 



更新講習会での質問票に対する回答 

質 問 許可期限が区によって異なっているが、最初に清掃協議

会に更新許可申請をする際に、異なっている許可期限を統

一することは可能かどうか。 

回 答  廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という）

第７条第２項では、「許可は１年を下らない政令で定める期

間ごとにその更新を受けなければ～（一部抜粋）」と規定し

ており、さらに法施行令第４条の５で、「法第７条第２項に

規定する政令で定める期間は、２年とする。」と規定してい

ます。 

 上記のように、法律上の許可の有効期間は２年間とされ

ており、許可証に記載されている許可期限まではその業を

行うことを申請者の権利として認めています。 

このため、許可期限を統一することは可能かとのお問い

合わせにつきましては、申請者（処理業者）から、許可期

限の調整を図り、許可期限の統一化を図りたいとの相談が

あった場合に、協議をさせていただきたいと考えています。 

期限の統一化について相談がある場合には、個別に清掃

協議会までご相談いただきますようお願いします。 

 

別紙１ 



東京二十三区清掃協議会周辺図 

（東京区政会館１２階） 

〒１０２－００７２ 

千代田区飯田橋３丁目５－１ 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

交 通 

東京メトロ東西線 飯田橋駅 Ａ５出口 すぐ 

東京メトロ有楽町線・南北線 飯田橋駅  
Ａ２出口 徒歩約２分  

都営大江戸線 飯田橋駅 

ＪＲ中央・総武線 飯田橋駅 東口 徒歩約５分 

※駐車スペースはございませんので、車での来庁はご遠慮ください。 

別紙２ 
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